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消費生活相談室

利殖商法にご注意下さい

小郡市消費生活

相　談　室
窓口開設日

毎週月・火・木・

金曜日／午前９時

〜正午、午後１時

〜４時

問い合わせ先

小郡市消費生活相

談室☎72−2111

内線144

▼
▼

　最近、利殖商法の会社が相次いで破綻し、被害者が多数でています。 

　低金利が続く中、事業に投資すれば年間数％の高い配当が得られるなど

とうたい、出資金をつのります。国から認められていない企業が、不特定

多数の人から配当をうたって出資金を募ることは「出資法」という法律に

違反する可能性が高く、警察の摘発を受けることもあります。悪質な会社

は多額の出資金を集めたところで、計画的に倒産することもよくあります。 

　１．国の許可を受けていないのに、配当を約束して出資金を募っている。 

　２．市中金利に比べ、はるかに高い配当が約束されている。 

　３．投資先が海外の事業であり、自分の目や耳で健全性が確認できない。

　　　あるいは、コンピューターなど高度な技術に関する事業で、自分で

　　　は理解できない。 

　４．実際に配当を得たという人物が、説明会等でその確実性を力説する。 

 

　投資の話を持ちかけてくるのは、友人や知人など身近な人が案外多いものです。話を聞いて、

上記のようなことがあれば、パンフレットや友人らの話をうのみにせず、行政機関や警察などに

相談してみましょう。 

☆日時　５月10日（土）、 
　　　　11日（日） 
　　　　午前８時～午後５時 
☆場所　味坂地区 
　（西鉄端間駅より車５分） 

☆日時　４月27日（日） 
　　　　午前10時～午後３時 
　（雨天予備日４月29日（祝）） 
☆場所　城山公園 
　（小郡インターより車３分） 

☆日時　４月19日（土）～ 
　　　　５月５日（祝）　 
　（午後11時までライトアップ） 
☆場所　大中臣神社境内　 
　（西鉄端間駅より徒歩５分） 

■問い合わせ先■ 
小郡市観光協会　〒838‐0141　小郡市小郡283－13（商工・企業立地課内） 
☎ 72－4008　ファクス72－5050 
ホームページアドレス　http://www.ogori.org

　皆さまこんにちは！「小郡市観光協会」です。今年度よりイベント情報などを偶数月にご紹介します。
どうぞよろしくお願いします。 
　今回は将軍藤まつり、花立山春の茶会、味坂ポピー祭りのご紹介です。毎年たくさんのお問い合わせ
をいただいています。ぜひ足をお運びください。 

将軍藤まつり 花立山春の茶会 味坂ポピー祭り


